
健 危 第 2 9 9 4 号 

令和６年 11月 15日 

指定地方公共機関代表者 様 

  神奈川県健康医療局保健医療部 

感染症対策担当課長 

（公 印 省 略） 

神奈川県新型インフルエンザ等対策行動計画の改定に係る意見について（依頼） 

日頃より、本県の感染症対策の推進に御協力をいただき感謝申し上げます。 

さて、本県では新型インフルエンザ等対策特別措置法（以下「特措法」という。）第７条

第１項の規定により、「神奈川県新型インフルエンザ等対策行動計画（以下「県行動計画」

という。）」を策定しています。 

このたび、新型コロナウイルス感染症対応の経験を踏まえて、新型インフルエンザ等対策

政府行動計画が全面改正されたことに伴い、県行動計画についても全面改定を行うこととい

たしました。 

県行動計画では、特措法第７条第２項第３号の規定による指定地方公共機関が業務計画を

作成する際の基準となるべき事項、新型インフルエンザ等対策実施に関して指定地方公共機

関に関係する事項が定められております。 

つきましては、改定素案をお送りいたしますので、御意見等がございましたら、別紙回答

様式により、11 月 29 日（金）までに電子メールでお送りいただきますようお願いいたしま

す。 

添付書類 

01_神奈川県新型インフルエンザ等対策行動計画（改定素案） 

02_回答様式  

03_新型インフルエンザ等対策行動計画改定素案について（令和６年 11 月 18 日感染症対

策協議会資料（案）） 

04_新型インフルエンザ等対策政府行動計画 

05_神奈川県新型インフルエンザ等対策行動計画（平成 30年３月）） 

回答先 

健康危機･感染症対策課 新興感染症対策グループ 

kenzou-kansen@pref.kanagawa.lg.jp 

問合せ先 

健康危機・感染症対策課 

新興感染症対策グループ 田中 

電 話（０４５）２８５-０８５０ 

ﾌｧｸｼﾐﾘ（０４５）６３３-３７７０
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